
業者の皆様
ご協力のほど
お願いします。

令和6年9月19日

国立大学法人高知大学

高知大学における
納品・検収について
【業者の皆様へ】



Ⅰ 納品・検収について

本学では、「研究機関における公的研究費の管理・監
査のガイドライン（平成19年2月15日文部科学省大臣決
定、平成26年2月18日改正、令和3年2月1日改正）」等
を踏まえ、物品調達等に係るチェックシステムを導入し、
競争的資金等の不正使用を防止するために、納入物品等
に対する検収を徹底しています。

ガイドラインでは、「発注・検収業務については、原
則として、事務部門が実施することとし、当事者以外に
よるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営し、
運用する。」等が求められていることから、本学では検
収確認業務窓口を設置し、納入物品等に対する検収を
行っていますので、納入する際は、必ず検収確認業務窓
口で検収を受けてください。
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Ⅶ 検収・納品に関するお願い

高知大学

検収確認日
検収

確認印
受領日 受領印

年 月 日 年 月 日

ここに検収担当者の印（サイン）
及び検収確認年月日の記入を受け
てください。

ここに受領者の受領印（サイン）
及び受領年月日の記入を受けてく
ださい。

検収確認印（ゴム印）は下記のとおりです。



Ⅷ 検収に関するご質問

Ｑ－１

Ａ－１

Ｑ－２

Ａ－２

物品をメーカーから直送する為、納品時にはメーカーの受領書しかない場合、
どのように対応すればよいですか？

送付状や受領書の写し等により検収確認を行います。また、貴社においては、納

品後、速やかに納品書を発行してください。

納品書の発行日と実際の納品日がずれることは、問題ないですか？

あえて修正する必要はありません。



Ｑ－３

Ａ－３

教員から、「納品書を紛失した」と言われたら、どのように対応すればよいです

か？

ご迷惑をおかけしますが、再発行であることを表示した納品書（本紙）、納品書
（業者控）の写し、受領書等の写し、いずれかを提出していただくことになりま
す。

Ｑ－４

１００万円以上の物品を納品するときなど、金額が大きいものについても検収

確認業務窓口は同じでしょうか？

Ａ－４

５００万円以上の物品に関しては、本学が発令をした検査職員が検収確認を行い

ます。５００万円に達しない物品に関しては、各検収確認業務窓口が行います。

ただし、朝倉団地の人文社会科学事務室、教育事務室、理工学事務室、地域協働

事務室、地域連携課総括係は５０万円未満までとなっています。



Ｑ－５

Ａ－５

受領印（サイン）は、購入を依頼（発注）した本人でないといけませんか？

納品時に購入を依頼（発注）した本人が不在の場合は、同じ研究室の者や事務の
者にお願いしてもかまいません。

Ｑ－６

見積書、納品書、請求書を購入物品と一緒に渡してもよいですか？

また、書類の日付はどうしたらよいですか？

Ａ－６

購入物品とともに渡していただいて結構です。

また、日付については、それぞれ事実に基づいた日付でお願いします。


